
入 札 説 明 書

案件名 徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）

学習者用コンピュータ（Windows OS）一式

Ⅰ 入札説明書

Ⅱ 提出書類一覧

Ⅲ 入札書・委任状

Ⅳ 仕様書

Ⅴ 質問書

Ⅵ 応札仕様書

Ⅶ 契約書（案）





Ⅰ 入札説明書
この入札説明書は，本件調達に関し，関係法令及び本件調達に係る公告に

定めるもののほか一般競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）
が熟知し，かつ遵守しなければならない事項を明らかにする。

１ 入札に付する事項
(1) 購入物品の名称

徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュ
ータ（Windows OS）一式

(2) 購入物品の規格，品質，性能，数量
仕様書のとおり

(3) 納入期限
仕様書のとおり

２ 入札参加者に必要な資格及び資格審査の申請等について
(1) 必要な資格
ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
イ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審
査要綱(昭和５６年徳島県告示第２６号）第４条第１項の規定による審
査を受け，資格を有すると認められた者であること。

ウ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措
置を受けていない者であること。

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年
法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若
しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
に該当すると認められる者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を
有する者と認められる者でないこと。

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申
立て，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始
の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始
の申立てがなされていない者であること。

カ 入札説明書の交付を受けた者であること。
(2) 資格審査の申請の方法

２の(1)のイにおいて，資格を有していない者は，一般競争入札参加資
格申請書（様式第１号。この様式については徳島県ホームページからダウ
ンロードするか，管財課において配布されているものを使用すること。）
に必要書類を添付して５に示す応札仕様書等の提出期限までに以下に示す
提出場所へ持参しなければならない。（申請内容について審査を担当する
職員から説明を求められた場合はこれに応ずるものとする。）資格審査の
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結果については，申請者へ通知が行われる。
参加資格申請書の提出場所（持参のみ）
徳島市万代町１丁目１番地 徳島県庁４階
徳島県経営戦略部管財課 調度担当
電話番号 ０８８－６２１－２０６６
ファクシミリ番号 ０８８－６２１－２８２８
電子メールアドレス kanzaika@pref.tokushima.jp

３ 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等
(1) 入札説明書の交付場所，契約条項を示す場所並びに入札説明書及び契約
条項についての問合せ先
郵便番号７７０―８５７０
徳島県徳島市万代町１丁目１番地
徳島県教育委員会教育政策課 政策調整担当
電話 ０８８―６２１―３１１７
ファクシミリ ０８８―６２１―２８７９
電子メールアドレス kyouikuseisakuka@pref.tokushima.jp

(2) 入札説明書の交付期間
令和２年８月１８日（火曜日）から同年９月１７日（木曜日）まで（県

の休日（徳島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条
第１項各号に掲げる日をいう。）を除く。）の午前９時３０分から午後５
時まで（正午から午後１時までを除く。）

(3) 入札説明書の交付方法
無料で配付する。

４ 入札についての問合せ方法等
(1) 問合せ先

３の(1)に同じ。
(2) 受付期間

令和２年８月１８日（火曜日）から同年９月１７日(木曜日)までとし，
これ以降の問合せには回答できない場合がある。

(3) 問合せ方法
「Ⅴ質問書」により，電子メールで問合せるものに限る。

(4) 回答の通知方法
「Ⅴ質問書」の提出者及び３の(1)で交付を受けた者へ電子メールで通

知する。それ以外の通知はしない。

５ 入札に参加する者に求められる事項等
(1) 本件入札に参加しようとする者は，入札しようとする物品等の仕様が，
仕様書に示した特質等に適合するものであることを証明する書類等（以下
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「応札仕様書等」という。）を県の指定する様式により，(2)のアに掲げ
る提出期限までに，(2)のイに掲げる提出場所へ提出しなければならない。
応札仕様書等の審査の結果，採用し得ると判断し「適合」とされた応札

仕様書等を提出した者に限り，入札落札決定の対象とする。なお，県から
応札仕様書等に関し説明を求められた場合は，これに応じなければならな
い。

(2) 応札仕様書等の提出期限，提出場所及び提出方法
ア 提出期限

令和２年９月１７日（木曜日）午後５時（必着）
イ 提出場所

３の(1)に同じ。
ウ 提出方法

直接持参又は郵送（郵送による場合には，封筒の表面に「徳島県公立
高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュータ（Wind
ows OS）一式 応札仕様書等在中」と朱書きし，書留郵便にて提出期限
までに必着のこと。）

６ 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
ア 日時

令和２年９月２８日（月曜日）午後１時３０分
イ 場所

徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１－７
徳島県立総合教育センター４階 プレゼンテーション室

ウ 入札書の提出方法
直接持参又は郵送（郵送による場合には，書留郵便にて，(2)のアの

提出期間内に必着のこと。）
(2) 郵送による場合の入札書の提出期間及び宛先等
ア 提出期間

令和２年９月１８日（金曜日）から同月２４日（木曜日）午後５時ま
で

イ 宛先
郵便番号７７９－０１０８
徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１－７
徳島県立総合教育センター教育情報課

ウ 提出方法
封筒の表面に「徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）

学習者用コンピュータ（Windows OS）一式 入札書在中」と朱書きする
こと。

(3) 入札の方法等
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ア 入札書に記載する金額
「入札金額」は，仕様書に記載の調達物品の各種費用を積算の上，１

台当たりの費用を記載すること。代金の見積りに当たっては, この入札
説明書に記載した条件を満たすために要する経費一切を含めた金額を見
積もるものとする。なお, 落札者の決定に当たっては，入札書に記載さ
れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当
該金額に１円未満の端数があるときは, その端数を切り捨てた金額）を
もって落札価格とするので, 入札者は, 消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず, 見積った契約希望金額
の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 入札書の作成，提出等
入札書は県が指定する様式によるものとし，次に示す内容を満たして

いなければならない。
(ｱ) 入札書には，入札金額，入札物件，入札保証金，入札年月日並びに
住所及び氏名を記載し，押印しなければならない。

(ｲ) 文字はすべて「かい書」とし，インキ又はボールペンで明確に記載
すること。

(ｳ) 「入札金額」はアラビア数字により記載し，訂正してはならない。
(ｴ) 「入札物件」は，物件名及び数量を明確に記載すること。ただし特
に指定した場合は数量の記載は要しない。

(ｵ) 入札参加者は，入札物件，契約条項等及び県の係員から指定された
事項を承知の上，前号による入札書を作成し，封筒に入れて提出しな
ければならない。
この場合において，代理人により入札させるときは，当該入札参加

者の押印（使用印鑑届を提出している場合にあっては当該使用印鑑）
のある代理権を証する委任状を提出しなければならない。
この委任状には，代理人が入札において使用する印鑑を押印しなけ

ればならない。
(ｶ) 「住所」及び「氏名」並びに「印」は，次により正確に記載し押印
しなければならない
ａ 入札参加者は，住所及び氏名（法人，組合等にあっては当該法人，
組合等の所在地及び名称並びに代表者の地位及び氏名）を記載，押
印（使用印鑑届を提出している場合にあっては当該使用印鑑）する
こと。

ｂ 代理人が入札する場合は，代理権を与えた入札参加者の住所及び
氏名（法人，組合等にあっては当該法人，組合等の所在地及び名称
並びに代表者の地位及び氏名）並びに代理人の住所及び氏名を記載
し，代理人の印（＝「委任状」に押印した印）のみを押印すること。

(ｷ) 入札参加者及びその代理人は，提出した入札書を書き換え又は撤回
することができない。
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ウ 再度入札
開札の結果，予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合におい

て，直ちに再度入札を行う。なお，郵便入札があり全員がそろわない場
合は，契約担当者が別に再入札日を指定する。
再度入札に参加できる者は，最初の入札に参加した者に限る。再度入

札の回数は，原則として１回を超えないものとする。
最初の入札で入札書の内容不備により無効入札となった者も，再度入

札には参加させることができる。
また，再度入札を行う場合においては，第１回目の入札前に提出した

応札仕様書等証明書類の変更をしてはならない。
(4) 入札保証金及び契約保証金

免除
(5) 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。
ア ２に規定する入札参加者に必要な資格のない者のした入札。
イ 指定した日時までに指定した場所に到着しない入札又は郵便入札の場
合であって封書の表面に「徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高
等部）学習者用コンピュータ（Windows OS）一式 入札書在中」と朱書
きがなく，入札書であることが確認できなかった入札。

ウ 記名押印のない入札。
エ 入札事項を表示せず，若しくはその記載事項が不明確であり，又は一
定の金額をもって価格を表示しない入札並びに次に掲げるところにより
した入札。
(ｱ) 鉛筆，その他容易に改ざんできる筆記具で作成したもの。
(ｲ) 金額をアラビア数字以外で記載し，または訂正したもの。
(ｳ) 「入札物件」で物件名及び数量（数量については，特に指定した場
合を除く）の記載のないものまたは記載を誤ったもの。

(ｴ) 「住所及び氏名」の記載を誤ったもの。
(ｵ) 使用の印鑑を誤ったもの。

オ 同一事項に対してした２通以上の入札。
カ 他人の代理人を兼ね，又は２人以上の代理をした者の入札。
キ 代理人が入札する場合に委任状を提出しないでした入札。
ク その他入札に関する条件に違反した入札。

(6) 落札者の決定方法
有効な入札書を提出し，かつ，５によりこの入札説明書及び公告等に示

した物品等の納入について証明した入札者であって，予定価格の制限の範
囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。
落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに当

該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお，開札に立ち会わない
者又はくじを引かない者があるときは，これに代わって本件入札執行事務
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に関係のない職員にくじを引かせ，落札者を決定する。

７ 契約手続に関する事項
(1) この契約の締結については，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例（昭和三十九年徳島県条例第十号）第三条の規定に
より，議会の議決が必要である。

(2) 落札者の決定後，契約の締結までの間において，当該落札者が２に掲げ
る事項のいずれかに該当しなくなった場合には，当該契約を締結しないこ
とがある。

(3) 契約書の作成の要否
要

(4) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

８ 情報公開について
入札結果，参加事業者名は情報公開の対象となり，公表するので，参加事

業者にあってはその旨了解の上入札すること。また，入札事務の適正化を図
るため，徳島県情報公開条例に基づく文書公開の請求があった場合には，入
札代理人の氏名及び印影を公開する場合がある。
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Ⅱ 提出書類一覧

１ 応札仕様書等提出時
(1) 応札仕様書等

応札仕様書には「入札参加者の住所，商号，代表者職名，代表者氏名」
を記入し，使用印鑑を押印すること。
ア 応札仕様書 １通

入札しようとする物品等の仕様が，入札公告及びこの入札説明書に示
した規格，機能，性能等に適合するものであることを証明するものとし，
別添の様式に従い作成して提出するものとする。

イ カタログ等の資料 １部
応札仕様書に記載した規格，機能，性能等を満たすことが確認できる

もの又は証明するもの，及び指定された様式にて作成した書類等を添付
すること。

(2) 見積書（税抜き） １通
この入札説明書に記載した条件を満たすために要する経費一切の見積書

を添付すること。

２ 入札書提出時
(1) 入札書 １通

入札書を封筒に入れ「入札案件 徳島県公立高等学校及び県立特別支援
学校（高等部）学習者用コンピュータ（Windows OS）一式」と記載するこ
と。
入札直前に，入札書の記載内容の確認を行うので，入札書を持参の際に

は，封筒に封をせずに持参すること。
(2) 委任状（代理人が入札する場合） １通

代理人の本人確認を行うので，代理人の住所・氏名を確認できる証明書
（運転免許証等）を持参すること。（写しの提出は不要）

３ 再入札時
(1) 入札書及び封筒の予備 １通

再入札書等を持参し再入札に備えること。
(2) 入札に使用する印鑑
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Ⅲ 入 札 書 ・ 委 任 状

入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win d ow s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 月 日

住 所

氏 名

徳 島 県 知 事 殿
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再 入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win do w s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 月 日

住 所

氏 名

徳 島 県 知 事 殿
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入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額
￥ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win do w s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

住 所 徳 島 県 万 代 町 １ 丁 目 １ 番 地

万 代 産 業 株 式 会 社

氏 名 代 表 取 締 役 日 本 太 郎

徳 島 県 知 事 殿

記載例（代表者本人が入札するとき）

代表

取締役

之印

この印は県（管財課）に使用印鑑届を行った印鑑
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入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額
￥ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win do w s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

住 所 徳 島 県 万 代 町 １ 丁 目 １ 番 地

万 代 産 業 株 式 会 社

氏 名 代 表 取 締 役 日 本 太 郎

代 理 人

住 所 徳 島 市 佐 古 １ 番 町 １ 丁 目 １ 番 地

氏 名 徳島 一郎

徳 島 県 知 事 殿

記載例（代理人が入札するとき）

徳
島

押印不可

この印は委任状の受任者欄に押印したものと同一印
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再 入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額
￥ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win do w s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

住 所 徳 島 県 万 代 町 １ 丁 目 １ 番 地

万 代 産 業 株 式 会 社

氏 名 代 表 取 締 役 日 本 太 郎

徳 島 県 知 事 殿

記載例（代表者本人が入札するとき）

代表

取締役

之印

この印は県（管財課）に使用印鑑届を行った印鑑
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再 入 札 書

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

入 札 金 額
￥ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

入 札 案 件 徳 島 県 公 立 高 等 学 校 及 び 県 立 特 別 支 援 学 校 （ 高 等 部 ）

学 習 者 用 コ ン ピ ュ ー タ （ Win do w s O S） 一 式

入 札 保 証 金 免 除

上 記 の 金 額 で 供 給 し た い の で ， 徳 島 県 契 約 事 務 規 則 （ 昭 和 39年

徳 島 県 規 則 第 39号 ） に よ り 入 札 し ま す 。

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

住 所 徳 島 県 万 代 町 １ 丁 目 １ 番 地

万 代 産 業 株 式 会 社

氏 名 代 表 取 締 役 日 本 太 郎

代 理 人

住 所 徳 島 市 佐 古 １ 番 町 １ 丁 目 １ 番 地

氏 名 徳島 一郎

徳 島 県 知 事 殿

記載例（代理人が入札するとき）

この印は委任状の受任者欄に押印したものと同一印

徳
島

押印不可
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令和２年 月 日

委 任 状

徳島県知事 殿

委任者 住所

氏名 ○印

受任者 住所

氏名 ○印

私は， を代理人とし徳島県が令和２年９月２８日に執行する

「徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュータ

（Windows OS）一式」の入札に関する一切の権限を委任します。
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記載例

令和２年９月１０日

委 任 状

徳島県知事 殿

委任者 住所 徳島市万代町１丁目１番地

万代産業株式会社

氏名 代表取締役 日本 太郎

受任者 住所 徳島市佐古１番町１丁目１番地

氏名 徳島 一郎

私は， 徳島 一郎 を代理人とし徳島県が令和２年９月２８日に執行する

「徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュータ

（Windows OS）一式」の入札に関する一切の権限を委任します。

代表

取締役

之印

徳
島

この印は県（管財課）に

登録した使用印鑑

この印は入札書に押印

する印鑑と同一のもの
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徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）
学習者用コンピュータ（Windows OS）一式

仕様書

令和２年８月
徳島県教育委員会
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１ 件名
徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュー

タ（Windows OS）一式

２ 目的
予測不可能な時代をよりよく生きるための資質，能力を身につけるため，

文部科学省においてとりまとめられた「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき，
義務教育段階において１人１台の学習者用端末を活用してきた生徒に対し，
更に効果的で効率的な学習を推進するため，徳島県（以下「県」という。）
及び徳島市の共同調達により，徳島県の公立高等学校及び県立特別支援学校
高等部の生徒１人につき１台の学習者用端末を整備し，日常的な学びの質を
高めることを目的とする。

３ 購入物品等
(1) 購入物品等の規格，品質，特質等

「別紙１」のとおり。
(2) 購入物品等の数量

１７，５００台 ※詳細は「別紙２」による。

４ 納入期限
令和３年３月３１日（水曜日）

５ 納入場所
「別紙２」のとおり。

６ 契約
(1) 契約形態

落札者は，県及び徳島市と個別に契約を締結するものとする。
なお，契約締結に際し，県又は徳島市の議会の承認が得られなかった場

合は，議会の承認が得られなかった自治体との間で契約を締結しないこと
がある。この場合において，議会の承認が得られた自治体との間では，こ
の仕様書に定めるとおり契約を締結するものとする。

(2) 契約日
契約日は，県及び徳島市が，個別に指示するものとする。

(3) 契約単価
入札により決定した単価を適用するものとする。

(4) 契約台数
県及び徳島市と別紙２により提示した台数で個別に契約するものとす

る。ただし，別紙２で提示した台数を基準として，３％以内の増減があっ
た場合でも入札により決定した単価で契約できるものとする。
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(5) 本調達に含まれない機能・サービスの付加
本調達に含まれない機能（アプリケーションソフト，導入サービス等）

の付加については，県及び徳島市と個別に協議できるものとする。
(6) 代金の支払い

代金は，県及び徳島市との契約に従い，個別に支払うものとする。
(7) 完了検査

契約の完了検査は，県及び徳島市との契約に従い，個別に行うものとす
る。

７ 各種要件等
(1) 導入要件
ア 納入する機器は，品質・耐久性に十分留意し，サプライチェーン・リ
スクを考慮した端末を選定すること。

イ 端末の仕様を遵守し，入札額には，履行する上で必要となる全ての諸
経費（機器等調達，搬出・搬入等一式）を含むこと。

ウ 納入するＯＳは調達時における最新版にアップデートすること。
(2) 機器の搬入要件
ア 機器の搬入・設置に係る要件及び日程，場所等については，県，徳島
市及び各校と協議の上進めること。

イ 搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等
の破損があった場合は，県，徳島市及び当該校と協議のうえ，対応する
こと。

ウ 導入した機器には，県及び徳島市が指定する名称，番号，導入日，納
入企業名，連絡先等を記載したテープラベルを貼付又は刻印すること。

エ 機器等の導入の際に出た不要な梱包物等は落札者が撤去し，適切に処
理すること。

(3) 保守要件
別紙１のとおりとする。

(4) 機密保持要件
ア 落札者は，県及び徳島市の許可なく本業務で知り得た情報や資料等を
公表したり，第三者への漏洩や他の目的に利用したりしてはならない。
なお，本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。

イ 本事業で新たに作成された成果物の著作権は，県及び徳島市の教育委
員会に帰属するものとする。

ウ 業務の履行については，県及び徳島市の教育委員会における情報セキ
ュリティポリシーに基づいて実施するものとする。

(5) その他
落札者は，県及び徳島市に対して，後年度負担が無く無償で提供できる

サービス等を提供できるものとする。但し，教育機関向けの無償ライセン
スで複数の機能が実現できる場合や，無償で公開されているウェブサイト
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で実現可能な機能等を利用する場合は，保存・蓄積された児童生徒の学習
データの取り扱いが，県教育委員会と徳島市教育委員会とで異なることに
留意し，各自治体が定める個人情報保護条例や教育情報セキュリティポリ
シーに準じて適切なサービスを導入すること。

８ 提出物
次の表に記載したものを，令和３年３月３１日までに提出すること。

No 提出物 提出先 数量

１ 機器一覧表（納入先，台数） 県及び徳島市が個 自治体ごとに
別に提示する提出 紙媒体２部，
先 電子媒体２部

２ 設定一覧表（機器番号，ネット 県及び徳島市が個 自治体ごとに
ワーク情報等） 別に提示する提出 紙媒体２部，

先 電子媒体２部

３ 納入機器等の保証書 各学校 機器の納入数

４ 納入機器の取扱説明書，付属品 各学校 機器の納入数

５ リカバリメディア及び手順書 県及び徳島市が個 自治体ごとに
別に提示する提出 紙媒体２部，
先 電子媒体２部

※ 電子媒体はＣＤ又はＤＶＤとし，紙媒体と併せて１つのファイルに綴
じること。ただし，５の電子媒体はＵＳＢメモリ等も可とし，部数にラ
イセンス上の問題があるときには別途協議できるものとする。
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（別紙１）　

規格，性能等

 Microsoft Windows 10 Pro 

 Intel Celeron N4100 又は Pentium Gold 4425Y 相当以上

 SSD128GB以上

 4GB以上

 10.1～13.3インチのタッチパネル

 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上

 物理キーボードを有すること。（日本語JIS配列，Bluetooth接続不可）

 インカメラ，アウトカメラ

 マイク，スピーカ

 USB 3.0 以上の規格で Type C × 1 以上

 HDMI出力（標準又はMicroコネクタ） 

 Audio（3.5mmミニジャック，マイク，スピーカ，一体型も可） 

 ８時間以上

 1.5 kg未満（バッテリ及びキーボードを含む。）

１　付随事項

（１）

（２）

（３）

ア

イ

ウ

エ

オ

（４）

２　保守

  （１）

（２）

（３）

ＯＳを含むソフトウェアを納入時の状態に戻すことができるリカバリメディアを納めること。ただし，
各学校固有の設定を行う前の状態であることとする。

端末の不調時には，送付から２週間程度で修理完了又は交換すること。

機器の納入後１年間は，付属品も含め納入者を窓口とする出張修理又は引取修理を無償で行うこと。な
お，パーツや技術料等についても無償であることとする。

１年を超えた場合でも，仕様を満たさないことが判明した場合には，無償でその不具合を解決するこ
と。ただし，消耗品を除く。

次の設定を行うこと。ただし，詳細は個々の自治体の指示による。

ネットワーク設定（コンピュータ名，無線ＬＡＮ，ＩＰアドレス，プロキシ等）

各学校のドメイン参加（ＡＤ登録等）

各学校が保有するウィルス対策ソフトのインストールと動作確認

各自治体が保有するＩＴ資産管理システムのインストールと動作確認

その他，各自治体が指示したソフトウェアのインストールと初期設定及び動作確認

※拡張ポート等可

（標準添付のこと）

バッテリ駆動時間

重さ

ＯＳ（大型アップデートを含む。）は，調達時における最新版にアップデートすること。

ＯＳ等を１つのマスターから複製する場合，ライセンス等に不備が無いこと。

画面

無線LAN

キーボード

内蔵カメラ機能

内蔵オーディオ機能

外部接続端子

徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）
学習者用コンピュータ（Windows OS）詳細仕様

項目

ＯＳ

ＣＰＵ

ストレージ

メモリ
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（別紙２）　数量及び納入場所一覧

１　総括表（連絡先及び合計納入数量）

自治体名 連絡先 電話番号 数量

1 徳島県 徳島県教育委員会　教育政策課 088-621-3117 16,500

2 徳島市 徳島市立高等学校 088-664-0111 1,000

合計 17,500

２　納入場所及び納入場所ごとの納入数量

(1)　徳島県

学　校　名 所　在　地 数量

1 城東高等学校 徳島市中徳島町１丁目５番 895

2 城南高等学校 徳島市城南町２丁目２番８８号 847

3 城北高等学校 徳島市北田宮４丁目１３番６号 849

4 城ノ内高等学校 徳島市北田宮１丁目９番３０号 603

5 徳島北高等学校 徳島市応神町吉成字中ノ瀬４０番６ 930

6 城西高等学校 徳島市鮎喰町２丁目１ 525

7 城西高等学校神山校 名西郡神山町神領字北３９９番地 87

8 徳島科学技術高等学校 徳島市北矢三町２丁目１－１ 900

9 徳島科学技術高等学校（定時制） 徳島市北矢三町２丁目１－１ 69

10 徳島商業高等学校 徳島市城東町１丁目４番１号 811

11 徳島中央高等学校（夜間部） 徳島市北矢三町１丁目３－８ 34

12 徳島中央高等学校（昼間部） 徳島市北矢三町１丁目３－８ 227

13 小松島高等学校 小松島市日開野町字高須４７－１ 568

14 小松島西高等学校 小松島市中田町原ノ下２８番地１ 539

15 小松島西高等学校勝浦校 勝浦郡勝浦町大字久国字屋原１ 108

16 富岡東高等学校 阿南市領家町走寄１０２－２ 593

17 富岡東高等学校（定時制） 阿南市領家町走寄１０２－２ 31

18 富岡東高等学校羽ノ浦校 阿南市羽ノ浦町中庄市５０番地１ 121

19 富岡東高等学校羽ノ浦校（専攻科） 阿南市羽ノ浦町中庄市５０番地１ 81

20 富岡西高等学校 阿南市富岡町小山１８－３ 649

21 阿南光高等学校 阿南市宝田町今市中新開１０の６ 519

22 那賀高等学校 那賀郡那賀町小仁宇字大坪１７９番地の１ 199

23 海部高等学校 海部郡海陽町大里字古畑５８－２ 308

24 鳴門高等学校 鳴門市撫養町斎田字岩崎１３５番地の１ 883

25 鳴門高等学校（定時制） 鳴門市撫養町斎田字岩崎１３５番地の１ 54

26 鳴門渦潮高等学校 鳴門市大津町吉永５９５番地 628

27 板野高等学校 板野郡板野町川端字関ノ本４７ 480

28 名西高等学校 名西郡石井町石井字石井２１－１１ 355

29 名西高等学校（定時制） 名西郡石井町石井字石井２１－１１ 36

30 吉野川高等学校 吉野川市鴨島町喜来６８１－９ 355

31 川島高等学校 吉野川市川島町桑村３６７－３ 403

32 阿波高等学校 阿波市吉野町柿原字ﾋﾛﾅｶ１８０番地 553

33 阿波西高等学校 阿波市阿波町下喜来南２２８番地の１ 184

34 穴吹高等学校 美馬市穴吹町穴吹字岡３３ 178

35 脇町高等学校 美馬市脇町大字脇町１２７０－２ 566

36 つるぎ高等学校 美馬郡つるぎ町貞光字馬出６３の２ 510

37 池田高等学校 三好市池田町ウエノ２８３４番地 498

38 池田高等学校（定時制） 三好市池田町ウエノ２８３４番地 21

39 池田高等学校辻校 三好市井川町御領田６１番地１ 172

40 池田高等学校三好校 三好市池田町州津大深田７２０ 101

41 徳島聴覚支援学校 徳島市南二軒屋町２丁目４番５５号 9

42 総合教育センター 板野郡板野町犬伏字東谷１－７ 21

- 22 -



(2)　徳島市

学　校　名 所　在　地 数量

1 徳島市立高等学校 徳島市北沖洲１丁目１５番６０号 1,000
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Ⅴ 質問書 

 

徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部） 

学習者用コンピュータ（Windows OS）一式調達に関する質問書 
 

提出者 

 会社名 
 担当部局名 
 担当者氏名 
 電話番号 
 ファクシミリ 
 電子メール 

質問事項（質問年月日：令和２年 月 日） 

表 題  

 

（注）質問は，１問につきこの用紙１枚を使用し，質問が複数となる場合は，別葉
とすること。 

 
                    提出先 徳島県教育委員会教育政策課 政策調整担当 
                            電子メール kyouikuseisakuka@pref.tokushima.jp 
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Ⅵ　応札仕様書

徳島県知事殿

住所

商号

代表者役職・氏名

担当者名

連絡先電話

e-mail

１ 調達物品総括表

数量 可否欄 判定

17,500台

２ 調達物品仕様等

(1)Microsoft Windows OS端末

可否欄 カタログ 判定

OS

CPU

ストレージ

メモリ

画面

無線

キーボード

内蔵カメラ機能

内蔵オーディ
オ機能

外部接続端子
※拡張ポート
等可（標準添
付のこと）
バッテリ駆動
時間

重さ

(2)保守

可否欄 判定項目

(1)端末の不調時には，送付から２週間程度で修理完了又は交換すること。

(2)機器の納入後１年間は，付属品も含め納入者を窓口とする出張修理又は引取修理を無償で行
うこと。なお，パーツや技術料等についても無償であることとする。

(3)１年を超えた場合でも，仕様を満たさないことが判明した場合には，無償でその不具合を解決
すること。ただし，消耗品を除く。

1.5kg未満（バッテリ及びキーボードを含む）

その他

①ＯＳ（大型アップデートを含む。）は，調達時における最新版にアップデートする
こと。

②ＯＳ等を１つのマスターから複製する場合，ライセンス等に不備が無いこと。

③次の設定を行うこと。ただし，詳細は個々の自治体の指示による。
・ネットワーク設定（コンピュータ名，無線ＬＡＮ，ＩＰアドレス，プロキシ等）
・各学校のドメイン参加（ＡＤ登録等）
・各学校が保有するウィルス対策ソフトのインストールと動作確認
・各自治体が保有するＩＴ資産管理システムのインストールと動作確認
・その他，各自治体が指示したソフトウェアのインストールと初期設定及び動作確
認

④ＯＳを含むソフトウェアを納入時の状態に戻すことができるリカバリメディアを納
めること。ただし，各学校固有の設定を行う前の状態であることとする。

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上

物理キーボードを有すること。（日本語JIS配列，Bluetooth接続不可）

インカメラ・アウトカメラ

マイク，スピーカ

USB 3.0 以上の規格でTypeC×１以上，
HDMI出力（標準又はMicroコネクタ），
Audio（3.5mmミニジャック，マイク，スピーカ，一体型も可）

8時間以上

基本性能・条件

Microsoft Windows10 Pro

Intel Celeron N4100 又は Pentium Gold 4425Y 相当以上

SSD128GB 以上

4GB 以上

10.1～13.3インチのタッチパネル

徳島県が行う，徳島県公立高等学校及び県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュータ（Windows OS）一式の入札について
は，次の仕様等で応札します。

機器名 貴社が納入する製品名

Microsoft Windows OS端末

応札仕様書
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(3)各種要件

可否欄 判定

契約形態

契約日

契約単価

契約台数

調達に含まれ
ない機能・
サービスの付
加

代金の支払い

完了検査

その他

３ 納入場所 可否欄 判定

４ 納入期限 可否欄 判定

５ 仕様書提出上の注意事項

・

・

・

調達物品は入札説明書に記載する納入場所に納品すること。

令和３年３月３１日までとする。

応札仕様書を提出する際には，導入機器が仕様を満たしているかどうかが確認できるカタログ等の公表された資料を提出して
ください。

カタログには通し番号(Ａ，Ｂ，Ｃ，…）を記載し，カタログの該当記載事項には，赤の下線を付け（又はマーカーで塗り），各ペー
ジの上部に付箋を貼ってください。

上記「カタログ欄」には，当該機器及び機能の記載されたカタログの通し番号(Ａ，Ｂ，Ｃ，…）とページ番号を記載してください。

記載例：カタログ「Ａ」の１１ページ目に記載されている事項の場合は，「Ａ１１」

機密保持要件

①落札者は，徳島県及び徳島市の許可なく本業務で知り得た情報や資料等を公
表したり，第三者への漏洩や他の目的に利用したりしてはならない。なお，本契約
終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。

②本事業で新たに作成された成果物の著作権は，徳島県及び徳島市の教育委
員会に帰属するものとする。

③業務の履行については，徳島県及び徳島市の教育委員会における情報セキュ
リティポリシーに基づいて実施するものとする。

落札者は，徳島県及び徳島市に対して，後年度負担が無く無償で提供できるサー
ビス等を提供できるものとする。但し，教育機関向けの無償ライセンスで複数の機
能が実現できる場合や，無償で公開されているウェブサイトで実現可能な機能等
を利用する場合は，保存・蓄積された児童生徒の学習データの取り扱いが，徳島
県教育委員会と徳島市教育委員会とで異なることに留意し，各自治体が定める個
人情報保護条例や教育情報セキュリティポリシーに準じて適切なサービスを導入
すること。

導入要件

①納入する機器は，品質・耐久性に十分留意し，サプライチェーン・リスクを考慮し
た端末を選定すること。

②端末の仕様を遵守し，入札額には，履行する上で必要となる全ての諸経費（機
器等調達，搬出・搬入等一式）を含むこと。

③納入するOSは調達時における最新版にアップデートすること。

機器の搬入要
件

①機器の搬入・設置に係る要件及び日程，場所等については，徳島県，徳島市及
び各校と協議の上進めること。

②搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破損が
あった場合は，徳島県，徳島市及び当該校と協議のうえ，対応すること。

③導入した機器には，徳島県及び徳島市が指定する名称，番号，導入日，納入
企業名，連絡先等を記載したテープラベルを貼付又は刻印すること。

④機器等の導入の際に出た不要な梱包物等は落札者が撤去し，適切に処理する
こと。

契約日は，徳島県及び徳島市が，個別に指示するものとする。

入札により決定した単価を適用するものとする。

徳島県及び徳島市と入札説明書により提示した台数で個別に契約するものとす
る。ただし，入札説明書により提示した台数を基準として３％以内の増減があった
場合でも入札により決定した単価で契約できるものとする。

本調達に含まれない機能（アプリケーションソフト，導入サービス等）の付加につい
ては，徳島県及び徳島市と個別に協議できるものとする。

代金は，徳島県及び徳島市との契約に従い，個別に支払うものとする。

契約の完了検査は，徳島県及び徳島市との契約に従い，個別に行うものとする。

基本性能・条件

落札者は，徳島県及び徳島市と個別に契約を締結するものとする。
なお，契約締結に際し，徳島県又は徳島市の議会の承認が得られなかった場合
は，議会の承認が得られなかった自治体との間で契約を締結しないことがある。
この場合において，議会の承認が得られた自治体との間では，入札説明書に定
めるとおり契約を締結するものとする。
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Ⅶ 契約書(案)

徳島県立高等学校及び徳島県立特別支援学校（高等部）学習者用コンピュータ（Windows
OS）一式の購入について買受人徳島県（以下「甲」という。）と納入者＊＊＊＊＊＊＊＊
（以下「乙」という。）との間において次のとおり契約を締結する。

（売買の目的及び物品）

第１条 売買の目的及び目的となる物品は，次のとおりとする。

(1)売買の目的 徳島県立高等学校及び徳島県立特別支援学校（高等部）における生徒

１人１台端末の購入

(2)目的物品 仕様書記載のとおり

（契約物件代金）

第２条 契約物件代金は，金 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円）とする。

２ 前項の「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は消費税法第２８条第１項及び

第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき契約物件代

金に１１０分の１０を乗じて得た額である。

（契約保証金）

第３条 契約保証金は，免除とする。

（物件の引渡し）

第４条 乙は契約成立後，仕様書記載の指定場所に納入し，甲の指名する係員の検査を受

け甲に引渡しをする。

（契約不適合責任）

第５条 物品について前条の検査完了後，種類，品質又は数量に関して契約内容に適合し

ない状態があること（以下「契約不適合」という。）を発見したときは，甲は速やかに

通知しなければならない。

２ 前項の場合において，契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを

除き，乙は通知を受領後甲の指定する期日までに，これを契約に適合する物品に交換し

なければならない。

３ 前項の場合において，乙が交換に応じる期間は，前条の検査終了後１年間とする。

（危険負担）

第６条 契約物件の引渡し完了前に生じた損害は，全て乙の負担とし，甲はこの契約を解

除することができる。

（履行の遅延）

第７条 乙の責めに帰する理由により物件を納入期限までに納入しない場合において，納

入期限後相当の期間内に納入する見込みがあると認めたときは，遅延利息を徴収して納

入期限を延期することができる。この場合の遅延利息は，納入期限の翌日から納入の日

までの遅延日数に応じ，契約金額につき年５パーセントの割合を乗じて計算した金額と

する。ただし，甲は，算出した遅延利息の額が１００円未満であるときは，これを徴し

ないことができる。
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（契約の解除）

第８条 甲は，次の各号のいずれかに該当するときは，催告することなく，直ちにこの契

約を解除することができる。

(1) 乙がこの契約に違反したとき。

(2) 乙が納入期限までに契約物件を完納することができないと甲が認めるとき。

(3) 乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき，又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても，甲に対して

その損害の賠償を求めることができない。

（代金の支払）

第９条 甲は，契約物件完納後の適法な支払請求書が支出命令権者に到着したときから３

０日以内に代金を乙に支払うものとする。

（権利義務の譲渡禁止）

第１０条 乙はこの契約によって生じる権利若しくは義務又は契約の目的を，いかなる方

法をもってするを問わず，第三者に譲渡し，承継し，一括して下請若しくは委任し，又

は担保に供してはならない。ただし，書面により甲の承諾を得た場合，又は信用保証協

会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第３５０号）第１条の３に規定する

金融機関に債権を譲渡する場合にあっては，この限りでない。

２ 前項ただし書により，乙が売掛債権を譲渡した場合，甲の乙に対する弁済の効力は，

徳島県会計規則（昭和３９年徳島県規則第２３号）第３６条に基づき，徳島県会計管

理者が総括店又は代理総括店に支払通知を行った時点で生じるものとする。

（その他）

第１１条 前各条によるほかは，徳島県契約事務規則（昭和３９年徳島県規則第３９号）

による。

この契約の締結を証するため，この契約書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自

その１通を保有するものとする。

令和２年 月 日

甲 徳島県

徳島県知事 飯泉嘉門

乙
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附 帯 条 件

１ この契約は，徳島県議会で可決されたときに何らの手続きを要することなく本契約と

なる仮契約とし，この契約書は，その時に地方自治法第２３４条第５項の契約書となる。

２ 甲は，乙がこの仮契約期間中において，令和２年８月１８日付け徳島県告示第５２３

号の２「入札に参加する者に必要な資格」に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった

場合には，この仮契約を解除することができる。

３ 甲は，徳島県議会で可決されなかった場合又は前項によりこの仮契約を解除した場合

でも，乙に対していかなる責任も負わない。
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